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第5章施策の展開

第
5
章

第６章　計画の目標
1 計画の基本姿勢
2 計画の基本方針
3 計画の目標
4 計画の体系と緑の将来像

第７章　個別計画
　基本方針１
	 1 水と緑と農地の保全
	 2 歴史的環境の保全
	 3 生き物の生息・生育空間となる緑の保全
　基本方針２
	 4 水と緑のネットワークの形成
	 5 身近で安全・安心な都市公園等の整備
	 6 歴史・自然を生かしたシンボル空間となる都市公園等の整備
	 7 公共施設緑化の推進
	 8 民有地緑化の促進
　基本方針３
	 9 緑に親しむきっかけづくり
　　10 水と緑を守り・つくり・育てるしくみづくり

第８章　地区別計画
1 川越市の地区構成
2 地区別計画

第４部　川越市緑の基本計画
（平成28年3月改定版）
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川越市環境月間ポスターコンクール（平成27年度）
銀賞　矢﨑日和さん（川越第一小学校5年生）の作品

川越市環境月間ポスターコンクール（平成27年度）
銀賞　菅野莉々さん（高階中学校2年生）の作品
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＊雑木林：樹林地のうち、薪炭材の供給源としてクヌギやコナラ、エゴノキ等を中心として、人々の生活とともに成立してき
た樹林。
＊樹林地：樹木が密生している場所であり、植生により自然林、二次林（雑木林）等に分類できるとともに、地形からは平
地林、斜面林等に分類できる。

計画の目標
第6章

　本市は、荒川、入間川、小畔川、新河岸川等の多くの河川や街道の集結する交通の拠点として
発達してきました。また、河川による水のネットワークは、生き物の生息・生育空間、人々の安
らぎの場、災害時の焼け止まり線、良好な都市景観の構成要素等として都市の豊かさを支えてい
ます。
　また、立地条件に恵まれ古い歴史を有することから、蔵造りの町並みや時の鐘といった地域を
特色づける様々な歴史的文化的遺産が存在しており、それに加えて生活の中に息づく武蔵野の雑
木林*や河川等の優れた自然を多く有しています。また、市街地を取り巻く農地は、身近な自然
とのふれあいの場を市民に提供するとともに、樹林地*の緑と調和しつつ歴史や文化を支えてき
ました。
　一方、第四次総合計画では「人がつながり、魅力があふれ、だれもが住み続けたいまち　川越」
を将来都市像としており、緑の基本計画においても民有地の緑化をはじめとして市民との協力が
重要となります。本市では古くからのコミュニティが発達しており、これらを生かし、まちづく
りに積極的に参加・協力する市民、事業者及び民間団体を支援する必要があります。
　緑の計画H28改定版では、伝統的な文化を生かしつつ市民との協働のもと「緑の保全、緑地の
整備、緑化の推進」を積極的に進めていくことで、緑の面から本市の新たな局面を切り開くとと
もに、緑や歴史的文化的遺産との関係をより発展させていくことを目指します。
　これらを踏まえ、本市における計画の基本姿勢を以下のように設定します。

１　計画の基本姿勢

みんなではぐくむ
水と緑と歴史のまち・川越

■計画の基本姿勢

第6章計画の目標
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＊都市公園：都市計画区域内において、地方公共団体が設置する公園または緑地。身近な街区公園、文化財を活用する歴史
公園、運動に供する運動公園などの種類がある。

2.1　計画の基本方針
　計画の基本姿勢を受け、計画の基本方針を以下のように設定します。

①川越の歴史的環境を形成する水と緑をまもります
　都市の骨格を形成し、川越の独自性を生かしつつ都市と自然環境との調和のとれた空間を形成
するため、歴史的環境と一体となった緑、樹林地、農地、河川等の豊かな水と緑の空間を保全し
ます。

②歴史と文化が香る緑豊かなまちをつくります
　本市の特性である歴史的文化的な環境を積極的に生かしていくため、自然や歴史を取り込んだ
都市公園*等の整備を推進するとともに、道路及び河川の緑化を進めることで、水と緑のネット
ワークの形成を図り、川越らしい歴史と調和したまちづくりに努めます。

③水と緑のまちをそだてます
　歴史に育まれてきた川越のまちをさらに魅力的で快適なものとするため、市民参加による緑の
保全、緑地の整備及び緑化の推進に関するしくみづくりや市民間の交流活動、市民に対する普及・
啓発活動を推進し、歴史を生かした水と緑あふれる町並みの形成を図ります。

川越の
歴史的環境を
形成する
水と緑を
まもります

歴史と
文化が香る

緑豊かなまちを
つくります

水と緑の
まちを
そだてます

る
ちを
す

水

そだ

みんなではぐくむ
水と緑と

歴史のまち・川越

2　計画の基本方針
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第6章計画の目標

＊生物多様性：全ての生物の間に違いがあること。生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性という３つのレベルでの多
様性がある。

2.2　都市公園の整備方針
　計画の基本方針を踏まえ、また、都市公園の整備状況等を勘案した上で、次に掲げる事項を都
市公園の整備方針とします。

①子育て環境の向上や少子高齢化に配慮した都市公園の整備
②健康の維持・増進やレクリエーション活動の場となる都市公園の整備
③防犯、防災の強化に配慮した都市公園の整備
④地域固有の歴史的文化的遺産、自然環境を生かした都市公園の整備
⑤地域の活性化、観光振興に資する都市公園の整備
⑥地域住民等との協働による都市公園の整備及び管理運営

2.3　生物多様性の保全方針
　計画の基本方針を踏まえ、また、本市の自然特性等を勘案した上で、次に掲げる事項を生物多
様性*の保全方針とします。

①生き物の生息・生育空間となる大規模な樹林地の保全
②多様な生き物の生息・生育空間を生み出す水辺環境の保全
③エコロジカル・ネットワークの形成
④ふるさとの雑木林の保全・整備
⑤生態系に配慮した農地の保全
⑥自然環境との共生
⑦生き物の移動・休息空間となる都市公園等の整備
⑧多様な主体の参画と普及・啓発の推進

2.4　特別緑地保全地区について
　緑地の保全に関する施策を展開していく中で、次に掲げる事項により特別緑地保全地区の指定・
保全を行い、自然環境の保護に努めます。

①指定方針
　良好な自然環境を形成している地域のうち、土地所有者の意向などを踏まえ、指定を検討しま
す。
②買取りの方針
　特別緑地保全地区内の土地の買取り請求があった場合は、都市緑地法に基づき県等と協議の
上、土地の買入れを行うものとします。
③保全方針
　特別緑地保全地区に指定された土地は、市民等との協働により適正に管理するとともに、生
物多様性の保全についても配慮します。
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　計画における目標を、以下のように設定します。

　平成26年3月末現在、本市には5,664.9haの緑
（樹林地、農地、河川、都市公園等）があり、市域
に対する割合は51.9％となっています。
　このうち、緑地（法規制や公園整備等により守
られた緑）は3,939.7haであり市域に対する割合
は36.1％となります。
　本計画では、市域の約4割に当たる約4,100ha
の緑を将来にわたり維持していくことを目標とし、
地域制緑地の指定や都市公園等の整備に努めてい
きます。

　都市公園や広場等の施設緑地の総量は、平成26
年3月末現在、市民１人当たり12.0㎡となってい
ます。
　今後、都市公園の新たな整備はもちろんのこと、
公共施設の緑地を増やし、また、市民の森や市民
農園の増設等についても積極的に取り組むことで、
現在の約1.3倍、市民１人当たり15.0㎡の緑地の
確保に努めます。

3　計画の目標

0

10

平成25

その他の緑

平成37 （年度）

20
守られた
緑の合計
37.5％
（4,097.1ha）

緑の合計
51.9％ 緑の合計

48.0％
30

40

50

（％）

都市公園

公共施設緑地（公立学校グラウンド）

民間施設緑地（社寺境内地、民間市民農園等）

法・条例の指定を受けた樹林地

その他の地域制緑地（河川区域、生産緑地等）
農用地区域

守られた
緑の合計
36.1％
（3,939.7ha）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

（㎡/人）

平成25 平成37 （年度）

（15.0）

都市公園 公共施設緑地 民間施設緑地

（12.0）

3.0

4.4

4.6

3.0

5.2

6.8

法指定の拡大や施設緑地の整備により、市域に対して約４割の緑を
維持していくことを目指します。

都市公園や広場等の面積を、現在の約1.3倍（市民1人当たり15.0㎡）
とすることを目指します。
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第6章計画の目標

　樹林地は多くの生き物の生息・生育空間であ
り、豊かな自然が存在しています。しかし、開
発が進み年々減少の一途をたどっています。
　平成26年3月末現在で、福原地区を中心に約
100haの樹林地をふるさとの緑の景観地、保存
樹林及び市民の森の各制度により指定しており、
これは樹林地全体の約23％に当たります。
　さらに今後、未指定の樹林地に対して指定を
進めることにより、法や条例等の指定を受けた
樹林地の面積を約2倍の200haとしていくこと
を目指します。

　都市公園の整備や公共施設については、接道
部の緑化が可能となる部分は100％の緑化を目
指します。
　また、民有地についても、生け垣設置、屋上
緑化、壁面緑化及び駐車場緑化に対する支援等
を行うことにより、緑化を推進していきます。

　緑豊かなまちづくりのためには、その担い手
である市民、事業者、民間団体及び市が協働し、
緑を守り、つくり、育てていく必要があります。
　このためのしくみづくりを推進します。

（ha）

0

100

200

300

400

法・条例等の指定を
受けた樹林地

その他の樹林地

100

平成25 平成37 （年度）

200

市

市民 民間
団体

事業者

法や条例等の指定により維持する樹林地の面積を、約2倍に拡大する
ことを目指します。

都市化の著しい市街地の中の緑を増やします。

市民、事業者、民間団体及び市の協働により緑化を推進します。
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個別計画

基本方針１
川越の歴史的環境を形成

する水と緑をまもります

～緑をまもる～

基本方針３
水と緑のまちをそだてます

～緑をはぐくむ～

基本方針２
歴史と文化が香る緑豊か

なまちをつくります

～緑をつくる～

歴史的環境の保全

公共施設緑化の推進

歴史・自然を生かしたシンボル
空間となる都市公園等の整備

水と緑と農地の保全

水と緑のネットワークの形成

身近で安全・安心な都市公園
等の整備

民有地緑化の促進 

水と緑を守り・つくり・
育てるしくみづくり

緑に親しむきっかけづくり

重点計画

地区別計画

生き物の生息・生育空間と
なる緑の保全

武蔵野の面影を残す緑の保全
良好な環境を形成する水辺の保全 川越の豊かさを支える農地の保全

 
川越を代表する歴史的環境と一体となった緑の保全
歴史的な河川環境の保全・復元 地域のシンボルとなる緑の保全

魅力的な歩行者空間の創出
都市に潤いを与える河川空間の活用 緑あふれる道づくり

生き物の生息・生育空間となる大規模な樹林地の保全
生き物の生息・生育空間を生み出す水辺環境の保全
エコロジカル・ネットワークの形成

 

災害に備えた都市公園等の整備
誰もが安心して利用できるような身近な都市公園等の整備
市民の活動拠点となる都市公園等の整備

 

市民、事業者、民間団体及び市の協働のためのしくみづくり
緑化に関する支援 緑の保全に関する支援

 

川越の歴史のシンボルとなる城址公園等の整備
樹林地を生かした森林公園と伊佐沼を生かした都市公園の整備
協働による市民の森等の充実・活用

緑に関する普及活動の推進 緑に関する啓発活動の推進

市民の憩いの場となる都市公園等の緑化の推進
緑のまちづくりを先導する公共施設緑化の推進
緑豊かな教育環境を創出する学校緑化の推進

 
歴史と現在が調和する中心市街地の緑化
地域拠点における緑化
緑豊かで快適なまちづくり

本庁地区、芳野地区、古谷地区、南古谷地区、高階地区、福原地区、大東地区、
霞ケ関地区、川鶴地区、霞ケ関北地区、名細地区、山田地区
 

① 花いっぱい運動の展開
 

② ふれあいの水辺づくり
 

③ ふるさとの雑木林づくり
 

④ 小江戸回廊づくり

 

み
ん
な
で
は
ぐ
く
む

水
と
緑
と
歴
史
の
ま
ち
・
川
越

基本姿勢

4　 計画の体系と緑の将来像

■計画の体系
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個別計画

基本方針１
川越の歴史的環境を形成

する水と緑をまもります

～緑をまもる～

基本方針３
水と緑のまちをそだてます

～緑をはぐくむ～

基本方針２
歴史と文化が香る緑豊か

なまちをつくります

～緑をつくる～

歴史的環境の保全

公共施設緑化の推進

歴史・自然を生かしたシンボル
空間となる都市公園等の整備

水と緑と農地の保全

水と緑のネットワークの形成

身近で安全・安心な都市公園
等の整備

民有地緑化の促進 

水と緑を守り・つくり・
育てるしくみづくり

緑に親しむきっかけづくり

重点計画

地区別計画

生き物の生息・生育空間と
なる緑の保全

武蔵野の面影を残す緑の保全
良好な環境を形成する水辺の保全 川越の豊かさを支える農地の保全

 
川越を代表する歴史的環境と一体となった緑の保全
歴史的な河川環境の保全・復元 地域のシンボルとなる緑の保全

魅力的な歩行者空間の創出
都市に潤いを与える河川空間の活用 緑あふれる道づくり

生き物の生息・生育空間となる大規模な樹林地の保全
生き物の生息・生育空間を生み出す水辺環境の保全
エコロジカル・ネットワークの形成

 

災害に備えた都市公園等の整備
誰もが安心して利用できるような身近な都市公園等の整備
市民の活動拠点となる都市公園等の整備

 

市民、事業者、民間団体及び市の協働のためのしくみづくり
緑化に関する支援 緑の保全に関する支援

 

川越の歴史のシンボルとなる城址公園等の整備
樹林地を生かした森林公園と伊佐沼を生かした都市公園の整備
協働による市民の森等の充実・活用

緑に関する普及活動の推進 緑に関する啓発活動の推進

市民の憩いの場となる都市公園等の緑化の推進
緑のまちづくりを先導する公共施設緑化の推進
緑豊かな教育環境を創出する学校緑化の推進

 
歴史と現在が調和する中心市街地の緑化
地域拠点における緑化
緑豊かで快適なまちづくり

本庁地区、芳野地区、古谷地区、南古谷地区、高階地区、福原地区、大東地区、
霞ケ関地区、川鶴地区、霞ケ関北地区、名細地区、山田地区
 

① 花いっぱい運動の展開
 

② ふれあいの水辺づくり
 

③ ふるさとの雑木林づくり
 

④ 小江戸回廊づくり

 

み
ん
な
で
は
ぐ
く
む

水
と
緑
と
歴
史
の
ま
ち
・
川
越

基本姿勢

第6章計画の目標

　計画の基本姿勢を先導する計画を「重点計画」として、また、基本方針を実現するための具体
的な計画を「個別計画」として、さらに、地区ごとの緑に関する方針を示す計画を「地区別計画」
として、本計画を構成します。
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●重点計画について
　重点計画は、計画の基本姿勢に示される「みんなで（市民、事業者、民間団体及び市の協働）
はぐくむ」まち、「水」のまち、「緑」のまち、「歴史」のまちといったキーワードをそれぞれ展
開したものです。

≪重点計画①　花いっぱい運動の展開≫
　市民、事業者、民間団体及び市の協働による花いっぱい運動の展開を推進します。

≪重点計画②　ふれあいの水辺づくり≫
　荒川、入間川、小畔川、新河岸川等の河川や伊佐沼等の水辺を、市民が自然とふれあう場とし
て保全・活用します。

≪重点計画③　ふるさとの雑木林づくり≫
　市内に点在する大規模な樹林地を“ふるさとの雑木林”として、未来に残し育てていくシンボ
ルとして位置付け、保全・活用します。

≪重点計画④　小江戸回廊づくり≫
　中心市街地の多くの歴史的文化的遺産を活用した拠点や休息空間の整備を図るとともに、これ
らをつなぐ快適な歩行者空間（小江戸回廊）の形成を図ります。

歴史性を生かした
個性あるまちづく
り

雑木林を生かした
緑豊かなまちづく
り

水辺を生かした潤
いのあるまちづく
り

市民、事業者、民間
団体及び市の協働
によるまちづくり

みみんんななででははぐぐくくむむ 水水とと緑緑とと歴歴史史ののままちち・・川川越越

みんなではぐく
むまち 川越

水のまち
川越

緑のまち
川越

歴史のまち
川越

重点計画① 重点計画② 重点計画③ 重点計画④

花いっぱい運動

の展開

ふれあいの

水辺づくり

ふるさとの

雑木林づくり

小江戸回廊

づくり

※重点計画の具体的な取組は、個別計画の中に　　　 マークをつけて示しています。重点
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第6章計画の目標

■緑の将来像

0 500 2,000m1,000

N

ふれあいの水辺づくり ふれあいの水辺拠点の整備

伊佐沼公園、なぐわし公園、池辺公園等の整備

良好な河川環境の保全

荒川、入間川、小畔川等の河川や伊佐
沼等の水辺を、市民が自然とふれあう
場として保全・活用します。

ふるさとの雑木林づくり
市内に点在する大規模な樹林地を“ふ
るさとの雑木林”として、未来に残し
育てていくシンボルとして位置付け、
保全・活用します。

小江戸回廊づくり
中心市街地の多くの歴史的文化的遺産
を活用した拠点や休息空間の整備を図
るとともに、これらをつなぐ快適な歩
行者空間の形成を図ります。

ふるさとの雑木林の保全・整備を重点的に行う地区

樹林地の保全

（仮称）川越市森林公園の整備

その他の都市公園の整備

小江戸回廊づくりを行う区域

初雁公園の整備

歴史的遺産と一体となった緑の保全

回廊の形成

緑道等ネットワーク化（　　　既存都市公園）

市街化区域
高速道路
一般道路
鉄道

0 500 2,000m1,000

N
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■ 緑の持つ機能
　私たちを取り巻く環境は、温室効果ガスの増大による地球温暖化、都市化によるヒート
アイランド現象等、様々な問題を抱えています。それは台風の巨大化や局所的な集中豪雨
の発生等、既に各地で災害をもたらしています。また、生き物の生息・生育環境の悪化、
野生生物による農作物や人への被害等も発生しています。既存の緑を保全し、コンクリー
トやアスファルトで囲まれた都市に緑を創出し、多くの生き物たちにも優しい環境をつ
くっていくことは、このような環境問題の解決につながっていきます。
　一方、緑の効果は環境面だけでなく人間の心の安定にも深い関わりがあります。人々が
真に生活の豊かさを実感でき、快適で安全な生活を送るためにも、緑の保全と都市の緑化
を進めていく必要があります。
　ここで、緑の持つ機能について整理をすると以下のような役割があると考えられます。

≪都市気象の緩和機能≫
　植物は、空気中の二酸化炭素や窒素酸化物等を吸収する働きや、光合成により酸素を供
給する働きがあります。また、植物には水分の蒸散作用があるため、都市部の気温が周辺
部の気温より高くなるヒートアイランド現象を抑え、悪化する都市の気象を緩和します。

≪自然生態系の維持機能≫
　森林や水辺地等は、生き物たちの生息地（ビオトープ）となっています。生態系の維持
や種の保存など生物多様性を保全する上で、緑は不可欠な要素となっています。

≪レクリエーション機能≫
　私たちに各種のスポーツや散策、イベントなど様々な種類のレクリエーションの場を提
供してくれます。

≪心理的な機能≫
　潤いある町並みや都市空間、個性的なふるさとの顔や魅力ある景観をつくります。また、
緑のある空間は、私たちに精神的な安らぎや豊かさをもたらしてくれます。

≪防災機能≫
　土砂崩れを防ぐ効果があるほか、雨水を貯めておく機能があることから洪水を防止する
働きもあります。また、災害時には、公園やまとまりのある緑地は避難場所として、緑化
されたある程度の幅員をもつ道路は延焼・類焼防止機能等を有する安全な避難路として大
切な役割を担います。

≪教育的な機能≫
　多種多様な生き物の生息・生育空間となることから、これらの様々な生き物に対する知
識や自然環境に対する人間の働きかけを学ぶための環境学習の場として、大切な役割があ
ります。

≪経済的な機能≫
　森林は、私たちの生活に必要な建築物、紙、家具等の材料や薪・炭といった燃料となる木
材等を供給してくれます。また、農地は穀物、野菜、果物等の食料や花等を供給してくれます。
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第6章計画の目標

●緑の指標について
　本計画では、計画の実効性の確保に資するため、基本方針ごとに関連する取組の状況等を
示す指標を設定しました。
　この指標を活用した進行管理を行うことにより、計画の総合的かつ計画的な推進を図りま
す。

■緑の指標・目標値の一覧

緑 の 指 標 平成 2 6年度
現状値

平成 3 2年度
目標値

平成 3 7年度
目 標 値 主 な 取 組

樹林地の面積（㎡） 3,614,000 ― ― 1-1-1)、1-1-10)

樹林地の公有地化面積（㎡） 97,090 ― ― 1-1-8)、1-1-12)

緑地面積（ha） 2,830 ― ― 1-1-4)、1-1-12)

保存樹木数（本） 228 290 340 1-1-11)

市民の森など法令等による指定面積（㎡） 1,019,768 1,583,960 2,000,000 1-1-9)、1-1-10)

人・農地プランで位置付けられた地域の中心となる経営体の累計数（経営体） 36 150 200 1-3-5)

市指定天然記念物数（本） 8 ― ― 2-3-2)

多自然型護岸の延長（m） 20,763.18 ― ― 3-2-1)

ビオトープの保全・創造事業の実施箇所数（箇所） 4 5 6 3-3-2)

緑 の 指 標 平成 2 6年度
現状値

平成 3 2年度
目標値

平成 3 7年度
目標値 主 な 取 組

市民花壇累計指定数（箇所） 74 104 129 4-1-4)、7-1-1)

１人当たりの都市公園面積（㎡） 4.66 5.10 6.79 5-2-4)、5-3-3)

都市公園数（箇所） 303 321 336 5-2-4)、5-3-3)

緑地面積（ha）【再掲】 2,830 ― ― 6-2-1)、7-2-2)

公共施設の接道部緑化率（%） 77 90 100 7-1-2)、7-2-2)

緑化本数（本/年） 1,320 ― ― 7-2-2)、8-3-1)

緑 の 指 標 平成 2 6年度
現状値

平成 3 2年度
目標値

平成 3 7年度
目標値 主 な 取 組

緑に関する講座数（回/年） 4 ― ― 9-2-1)

緑に関する体験イベント数（回/年） 1 3 5 9-2-1)

新規大規模公園整備時のワークショップ開催率(%) ― 100 100 10-1-3)

１　川 越 の 歴 史 的 環 境 を 形 成 す る 水 と 緑 を ま も り ま す 　～ 緑 を ま も る ～

２　歴 史 と 文 化 が 香 る 緑 豊 か な ま ち を つ くり ま す 　～ 緑 を つ くる ～

３　水 と 緑 の ま ち を そ だ て ま す 　～ 緑 を は ぐ くむ ～
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個別計画
第7章 第7章個別計画

　都市の骨格を形成し、川越の独自性を生かしつつ都市と自然環境との調和のとれた空間を形成す
るため、歴史的環境と一体となった緑、樹林地、農地、河川等の豊かな水と緑の空間を保全します。

　川越の歴史的環境を形成する水と緑をまもります
	 ～緑をまもる～

基本方針1

＊人・農地プラン：農業における人と農地の問題を解決するため、地域の話し合いを基に地域における農業プラン（未来設計図）
を市が作成するもの。

緑の指標 H26年度
現状値

H32年度
目標値

H37年度
目標値 主な取組

樹林地の面積（㎡） 3,614,000 − − 1-1-1)
1-1-10)

　固定資産税概要調書に基づく、地目別土地（山林）の面積

樹林地の公有地化面積（㎡） 97,090 − − 1-1-8)
1-1-12)

　（仮称）川越市森林公園、池辺公園及び環境政策課所管の寄附地の合計面積

緑地面積（ｈａ） 2,830 − − 1-1-4)
1-1-12)

　法、条例等の指定を受けた樹林地、農業振興地域、公共施設緑地、生産緑地、都市公園、樹林
地の公有地化面積、児童遊園及び環境政策課所管の寄附地の合計面積

保存樹木数（本） 228 290 340 1-1-11)

　川越市保存樹木等の指定等に関する要綱に基づく、保存樹木の指定本数

市民の森など法令等による指定面積（㎡） 1,019,768 1,583,960 2,000,000 1-1-9)
1-1-10)

　市民の森、保存樹林及びふるさとの緑の景観地の合計面積

人・農地プランで位置付けられた地域の中心
となる経営体の累計数（経営体） 36 150 200 1-3-5)

　人・農地プラン *で位置付けられた地域の中心となる経営体の累計数

市指定天然記念物数（本） 8 − − 2-3-2)

　川越市文化財保護条例に基づいて指定された天然記念物の数

多自然型護岸の延長（ｍ） 20,763.18 − − 3-2-1)

　多自然型で整備された河川護岸の総延長

ビオトープの保全・創造事業の実施箇所数（箇所） 4 5 6 3-3-2)

　ビオトープ的要素を取り入れて整備した都市公園の箇所数

目　　標

第
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＊環境保全型農業：可能な限り環境に負荷を与えない農業、農法のこと。農業の持つ物質循環機能を生かし、土づくり等を通
じて化学肥料や農薬の投入を低減し、環境負荷を軽減するよう配慮した持続的な農業生産方式の総称。
＊生産緑地：市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形
成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

1-1　武蔵野の面影を残す緑の保全
1） 樹林地の一体的な保全 重点3
　○福原地区、霞ケ関地区等に位置する樹林地の一体的な保全に努め、緑の骨格の形成を図ります。
2） 市民等との協働による樹林地の保全・管理 重点3 環境基本計画4-1-11） p.66
　○樹林地については、市民、事業者及び民間団体との協働による保全・管理に努めます。
3） 緑・アメニティ拠点の形成 環境基本計画4-1-1） p.66
4） 緑を保全する地区の指定 環境基本計画4-1-2） p.66
5） 市民緑地 環境基本計画4-1-3） p.66
6） ふるさとの緑の景観地 環境基本計画4-1-4） p.66
7） 広域的な取組の推進 環境基本計画4-1-5） p.66
8） 緑の基金による保全 環境基本計画4-1-6） p.66
9） 市民の森の指定 環境基本計画4-1-7） p.66

10） 保存樹林の指定 環境基本計画4-1-8） p.66
11） 保存樹木の指定 環境基本計画4-1-9） p.66
12） 公園としての樹林地の保全・活用 環境基本計画4-1-10） p.66

1-2　良好な環境を形成する水辺の保全
1） 河川環境の保全 重点2 環境基本計画4-2-1） p.67
　○本市の環境基盤を構成する荒川、入間川、小畔川、新河岸川等の河川や田園地帯の水路を保全し、

良好な河川環境を維持します。
2） 湧水地の保全・復活  重点2 環境基本計画4-2-2） p.67
　○湧水地周辺や台地上などで保水・涵養機能を有する樹林地、農地等の保全と緑化の推進を図ります。
　○都市公園や街路等において、雨水浸透施設の導入を推進します。

1-3　川越の豊かさを支える農地の保全
1） 農地の保全と田園景観の維持
　○本市の豊かさを支える基盤となっている市街地を取り巻く農地については、環境保全型農業*や地

産地消等による農業の振興を図り、農地の保全と良好な田園景観の維持に努めます。
2） 生産緑地の保全
　○市街地内に位置する身近で多面的機能を有する農地（生産緑地*）の保全に努めます。
3） 農地の保全と活用
　○市街地内の農地の保全のため、市民農園の開設を支援します。
4） 環境保全型農業の促進と雑木林の保全 重点3 環境基本計画4-2-3） p.67
　○農薬の取扱いや適正管理について農業者へ啓発を促すとともに、減農薬、減化学肥料、有機質堆肥

の利用方法等、環境保全型農業の普及を図ります。
　○雑木林の落ち葉を堆肥として利用する有機農法等、環境保全型農業の普及を図ります。
　○生態系に配慮し、周辺環境との調和を図る環境保全型農業を促進します。
　○農業及び農地の持つ環境保全機能について啓発します。
5） 農業後継者の育成 環境基本計画4-2-4） p.67
6） 地産地消による農業の振興 環境基本計画4-2-5） p.67
7） 農業とのふれあいの場の確保 環境基本計画4-2-6） p.67
8） 生産緑地の保全、休耕農地の活用 環境基本計画4-2-7） p.67

1　水と緑と農地の保全
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樹林地の一体的な保全

河川環境の保全

湧水地の保全・復活

農地の保全と田園景観の維持

生産緑地の保全

実現のための取組

武蔵野の面影を残す緑の保全

良好な環境を形成する水辺の保全

川越の豊かさを支える農地の保全

施　　策 計　画 現　況

農業とのふれあいの場の確保

市街化区域

地区界

高速道路
一般道路
鉄道

0 500 2,000m1,000

N

0 500 2,000m1,000

N

第7章個別計画

■水と緑と農地の保全
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＊都市景観形成地域：川越の特色を表す地域やこれからの川越の都市景観を創出していく地域を指定し、それぞれの地域の都
市景観の特性を考慮しながら、地域の方々と行政が協働しながら、重点的、かつ、きめ細かに都市景観の形成を図る地域の
こと。
＊河岸跡：河川の岸辺で、舟から人や荷物の揚げ降ろしをした場所を河岸といい、その跡地のことをいう。

2　歴史的環境の保全
2-1　川越を代表する歴史的環境と一体となった緑の保全

1） 歴史的文化的遺産と一体となった緑の保全
　○本市を代表する喜多院、川越城本丸御殿
等の歴史的文化的遺産と一体となった緑
の保全に努めます。

2） 歴史的景観の保全
　○歴史的風致維持向上計画の重点区域内の
都市景観形成地域*では、地域の住民と
の協働により定めたルールに沿って歴史
的景観の保全に努めます。

　○都市景観形成地域の新規指定について検
討を進めます。

2-2　歴史的な河川環境の保全・復元
1） 新河岸川沿いの緑の保全
　○川越の発展を支えてきた良好な河川環境を形成する新河岸川沿いの仙波河岸、下新河岸等
の河岸跡*と一体となった緑や河岸林等を保全します。

　○新河岸川の河川改修等に当たっては、良好な河川環境の維持・復元に努めます。

2-3　地域のシンボルとなる緑の保全
1） 巨木・銘木・伝承木の保全
　○並木の大クス、鯨井のヒイラギ、下小坂の大ケヤキ等
に代表される巨木・銘木・伝承木を保全します。

2） 社寺林、屋敷林等の保全
　○各地の社寺林、集落の屋敷林等の保全制度の充実を図
ります。

■喜多院

■並木の大クス
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第7章個別計画

■歴史的環境の保全

市街化区域

地区界 0 500 2,000m1,000

N

高速道路
一般道路
鉄道

歴史的文化的遺産と一体と
なった緑の保全

歴史的景観の保全

河岸跡と一体となった
緑や河岸林の保全

良好な河川環境の維持・復元

巨木・銘木・伝承木の保全

社寺林、屋敷林等の保全

実現のための取組　　　　　　　　　　　　　　　　

川越を代表する歴史的環境と
一体となった緑の保全

歴史的な河川環境の保全・復元

地域のシンボルとなる緑の保全

施　　策 計　画 現　況

0 500 2,000m1,000

N
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＊エコロジカル・ネットワーク：人と自然の共生を確保していくため、原生的な自然地域等の重要地域を核として、生態的な
まとまりを考慮した上で、有機的につないだ生態系のネットワーク。

3　 生き物の生息・生育空間となる緑の保全
3-1　生き物の生息・生育空間となる大規模な樹林地の保全

1） 樹林地の一体的な保全
　○福原地区、霞ケ関地区等に位置する大規
模な樹林地は、生き物の重要な生息・生
育空間となることから、これらの一体的
な保全に努めます。

　○本市と所沢市、狭山市及び三芳町にまた
がる「くぬぎ山地区」は県内の樹林地と
しても有数の規模であり、その重要度も
高いことから、県や関係市町と連携を図
りながら保全に努めます。

3-2　生き物の生息・生育空間を生み出す水辺環境の保全
1） 水辺の保全
　○荒川、入間川、小畔川、新河岸川等の河川や伊佐沼、びん沼、古谷湿地、寺尾調節池等、
多様な生き物にとって良好な生息の場となる水辺環境の保全に努めます。

　○河川改修や水路整備に当たっては、多自然型整備を採用する等、生物多様性に配慮した良
好な河川環境の維持・復元に努めます。

2） 湧水地の保全
　○湧水地においては、周辺の緑の保全・回復と合わせ、多様な生き物の生息・生育空間を保
全します。

3-3　エコロジカル・ネットワークの形成
1） 連続的な緑の保全
　○エコロジカル・ネットワーク*形成のため、福原地区の連続的な緑や高階地区、大東地区
等に点在する緑を一体的に保全します。

　○関越自動車道や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の側道部、緑道等においては、生き物
の移動・休息空間の提供や周辺の生き物の生息・生育空間の連続性等に配慮した整備を検
討していきます。

2） 市街地におけるビオトープの整備
　○市街地において生き物の移動・休息空間を提供し、併せて環境学習の場として活用できる
よう、ビオトープの整備に努めます。

■福原地区の大規模な樹林地
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第7章個別計画

■生き物の生息・生育空間となる緑の保全

市街化区域

地区界 0 500 2,000m1,000

N

高速道路
一般道路
鉄道

樹林地の一体的な保全

良好な河川環境の維持・復元

水辺環境の保全

湧水地と一体となった緑の保全

ビオトープの整備

実現のための取組

生き物の生息・生育空間となる
大規模な樹林地の保全

生き物の生息・生育空間を生み出す
水辺環境の保全

エコロジカル・ネットワークの形成

施　　策 計　画 現　況

生息・生育空間の連続性等に
配慮した緑道等

移動・休息空間となる緑の保全

0 500 2,000m1,000

N
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第7章個別計画

　本市の特性である歴史的・文化的な環境を積極的に生かしていくために、自然や歴史を取り込
んだ都市公園等の整備や、道路・河川の緑化を推進します。これによって、水と緑のネットワー
クの形成を図り、川越らしい歴史と調和したまちづくりに努めます。

　歴史と文化が香る緑豊かなまちをつくります
	 〜緑をつくる〜

基本方針2

緑の指標 H26年度
現状値

H32年度
目標値

H37年度
目標値 主な取組

市民花壇累計指定数（箇所） 74 104 129 4-1-4)
7-1-1)

　川越市市民花壇指定要綱に基づき、新たに指定された市民花壇の数

１人当たりの都市公園面積（㎡） 4.66 5.10 6.79 5-2-4)
5-3-3)

　市民１人当たりの都市公園面積

都市公園数（箇所） 303 321 336 5-2-4)
5-3-3)

　市内で開設している都市公園の箇所数

緑地面積（ｈａ）【再掲】 2,830 − − 6-2-1)
7-2-2)

　法、条例等の指定を受けた樹林地、農業振興地域、公共施設緑地、生産緑地、都市公園、樹林
地の公有地化面積、児童遊園及び環境政策課所管の寄附地の合計面積

公共施設の接道部緑化率（%） 77 90 100 7-1-2)
7-2-2)

　市内公共施設における接道部の緑化率

緑化本数（本 /年） 1,320 − − 7-2-2)
8-3-1)

　苗木配布事業、緑の募金交付金緑化事業（家庭募金・一般募金）等で配布または植栽した樹木
の本数

目　　標
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＊歴みち事業：歴史的地区環境整備街路事業の略称で、観光客や歩行者の安全を確保し、生活環境の改善を図る街路整備。

4-1　魅力的な歩行者空間の創出
1） 路地空間の整備
　○歴史的町並みに息づく路地空間を活用した魅力的な歩行者空間の創出に努めます。
2） 歴みちの整備 重点4
　○一番街の蔵造りや菓子屋横丁等の伝統的建造物の保全・活用を図るとともに、周辺の歩行者空間の環
境改善を図るため、歴史的地区環境整備街路事業（歴みち事業*）を推進します。

3） ポケットパークの整備 重点4
　○川越の歴史を探索する歩行者の休息空間として、交差点等の道路沿いの小スペースを有効に活用した
ポケットパークの整備を図ります。

4） 市民花壇の推進 重点1
　○道路緑化や道路の余剰地等を活用したポケットパークの整備に努め、その中で市民花壇による花いっ
ぱい運動を展開します。

5） 歴史と水と緑の回廊の整備 環境基本計画5-1-2） p.69

4-2　都市に潤いを与える河川空間の活用
1） 河川における緑化の推進　
　○河川空間において、花いっぱい運動を展開します。重点1
　○伊佐沼、びん沼、古谷湿地、寺尾調節池等の水辺の拠点を結ぶ河川等の緑化や親水空間としての利用
を推進します。重点2

　○新河岸川を歴史的文化的遺産や休息空間を連絡する親水拠点として緑地化を促進するとともに、河川
空間の緑化を進めます。重点4

2） 河川空間を活用した都市公園等の整備
　○荒川、入間川、小畔川、新河岸川等において、都市公園等の整備を図ります。重点2
　○緑豊かな川づくりの拠点となる河川親水拠点の整備を図ります。
　○河川改修時に発生する残地を活用した緑地整備を推進します。
　○河川に公園が隣接する場合は、一体的な整備を検討します。
3） 河川空間利用の促進 環境基本計画5-1-3） p.69
4） 親水空間の整備 環境基本計画5-1-4） p.69

4-3　緑あふれる道づくり
1） 道路緑化・緑のネットワーク化の推進
　○中心市街地の初雁公園等の拠点と伊佐沼を結ぶ道路緑化など緑のネットワーク化を推進します。
　○歴史的拠点や休息空間を結ぶ道路緑化を推進します。重点４
　○良好な歩行者空間としての緑道やコミュニティ道路の整備について検討します。重点４
　○植栽可能な幅員を持つ都市計画道路等の緑化に努めます。
2） 協働による道路緑化の推進
　○安心して歩ける緑道やコミュニティ道路の整備について検討します。
　○道路の緑化やその維持管理を市民等との協働のもとに取り組みます。

4　水と緑のネットワークの形成

重点2
重点4

重点4
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市街化区域

地区界 0 500 2,000m1,000

N

高速道路
一般道路
鉄道

魅力的な歩行者空間の創出

河川における緑化の推進

河川空間を活用した都市公園等
の整備

緑道等の整備

道路緑化の推進

市民協働の道路緑化・維持管理

実現のための取組

魅力的な歩行者空間の創出

都市に潤いを与える
河川空間の活用

緑あふれる道づくり

施　　策 計　画 現　況

良好な河川空間の維持

0 500 2,000m1,000

N

第7章個別計画

■水と緑のネットワークの形成
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＊ユニバーサルデザイン：年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイ
ンすること。

5-1　災害に備えた都市公園等の整備
1） 指定緊急避難場所となる公園等の整備
　○災害時における市民の安全性確保のため、指定緊急避難場所となる公園等の整備を推進します。
2） 公園等の防災機能の強化
　○既存の公園等についても、災害備蓄庫やトイレの設置等、防災面での機能強化を図ります。
3） 公園等の緑の充実
　○指定緊急避難場所となる公園等では、延焼・類焼防止のための緑の充実を図ります。
4） 拠点となる公園等の整備
　○災害時には、円滑な救援活動や物資輸送等の拠点として活用することを視野に入れた公園等
の整備を図ります。

5-2　誰もが安心して利用できるような身近な都市公園等の整備
1） 魅力ある公園の整備
　○公園利用者層の変化と市民の多様なニーズに対応し、安全で誰もが安心して楽しむことので
きる魅力ある公園づくりを図ります。

　○既存の公園については、適切な管理を行うとともに、利用しやすい公園づくりに向けた施設
のリニューアルやユニバーサルデザイン*化を図ります。

　○官民連携や市民参加など、多様な担い手の参加による公園づくりを検討します。
2） 公園施設の長寿命化
　○公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の維持管理に努めます。
3） 調整池の活用
　○土地区画整理事業等に伴い設置される調整池は公園等として活用を図ります。
4） 住区基幹公園の整備 環境基本計画5-2-1） p.69

5-3　市民の活動拠点となる都市公園等の整備
1） なぐわし公園の整備 重点2
　○子どもから高齢者までが利用できるレクリエーションの場として、なぐわし公園の整備を引
き続き推進します。

2） 河川敷を利用した公園の整備 重点2　
　○本市を取り巻く入間川の河川敷を利用した公園の整備を検討します。
3） 都市基幹公園の整備 環境基本計画5-2-2） p.69

5　身近で安全・安心な都市公園等の整備
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第7章個別計画

■身近で安全・安心な都市公園等の整備

市街化区域

地区界 0 500 2,000m1,000

N

高速道路
一般道路
鉄道

防災に資する都市公園等の整備

公園等の緑の充実

実現のための取組

災害に備えた都市公園等の整備

誰もが安心して利用できるような
身近な都市公園等の整備

施　　策 計　画 現　況

誰もが安心して利用できる都市
公園等の整備

避難場所

緑道等

道路緑化の推進

市民の活動拠点となる都市公園等の整備

調整池の活用

なぐわし公園の整備

河川敷を利用した公園の整備

20ヶ所

0 500 2,000m1,000

N
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6-1　川越の歴史のシンボルとなる城址公園等の整備
1） 川越城址の整備・活用 重点4
　○川越城富士見櫓を含む川越城址については、城址公園としての整備を検討します。また、観
光や教育の場となる公園として活用することを検討します。

2） 歴史的文化的遺産の保全 重点4
　○歴史に培われた市街地の魅力を高めるために、川越城本丸御殿や時の鐘等に代表される市街
地内の歴史的文化的遺産の保全を図ります。

3） 国指定史跡河越館跡の整備
　○国指定史跡となっている河越館跡について、史跡河越館跡整備基本計画に基づいて引き続き
整備を推進します。

6-2　樹林地を生かした森林公園と伊佐沼を生かした都市公園の整備
1） （仮称）川越市森林公園の整備 重点3  環境基本計画5-2-3）  p.70
　○本市南部にある武蔵野の面影を残す雑木林
を保全するとともに、自然とのふれあいの
場、緑の中のレクリエーションの場として
整備を図ります。

　○先行して公有地化した雑木林は、市民の憩
いの場として有効活用を図ります。

2） 伊佐沼及び伊佐沼公園の整備 重点2 環境基本計画5-2-4） p.70
　○伊佐沼周辺の水、花、緑の豊かな自然環境を活用し、市民の憩いの場やレクリエーションの
場として整備を図ります。

　○市民の身近な水辺空間の再生のため、伊佐沼の良好な水質の回復を図るとともに、伊佐沼に
群生していたハスやヨシの再生を推進します。

　○伊佐沼公園の整備と連携して、市民の農業とのふれあいの場となる農業ふれあいセンターの
活用を図ります。

6-3　協働による市民の森等の充実・活用
1） 協働による市民の森等の充実・活用
　○市民の憩いの場として、民有の樹林地を市民の森等に指定し、その維持管理を市民等と協働
で行うなど、活用を図ります。

6　 歴史・自然を生かしたシンボル空間となる都市公園等の整備

■（仮称）川越市森林公園
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第7章個別計画

■歴史・自然を生かしたシンボル空間となる都市公園等の整備

市街化区域

地区界 0 500 2,000m1,000

N

高速道路
一般道路
鉄道

川越城址の整備・活用

国指定史跡河越館跡の整備

(仮称)川越市森林公園の整備

伊佐沼及び伊佐沼公園の整備

市民の森等の指定

実現のための取組

川越の歴史のシンボルとなる
城址公園等の整備

樹林地を生かした森林公園と伊佐沼
を生かした都市公園の整備

協働による市民の森等の
充実・活用

施　　策 計　画 現　況

歴史的文化的遺産の保全

0 500 2,000m1,000

N
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